
公立大学法人神戸市外国語大学と公益財団法人神戸国際協力交流センターとの

連携協力に関する協定書

公立大学法人神戸市外国語大学 (以下 「甲」とい う。)と 公益財団法人神戸国際協力交流
センター (以下 「乙」とい う。)は 、国際協力 ・交流の充実及び地域貢献の進展に資す るた

め、次のとお り協定を締結す る。

(目的)

第 1条  こ の協定は、甲と乙との間で相互の人的 ・知的資源や施設の交流活用を図 り、相

互に有意義 と認められ る諸事業を行 うことにより、甲及び乙における国際協力 ・交流の

充実及び地域貢献の進展に資することを目的 とする。

(事業内容)

第 2条  甲 と乙が連携協力 して行 う事業は次のとお りとす る。

(1)相 互の人的 ・知的資源や施設の活用による国際協力 ・交流事業

(2)相 互の人的 ・知的資源や施設の活用による地域貢献事業

(3)前 各号に定めるもののほか、前条に定める目的を達成するための甲乙相互間におけ

る人的 ・知的資源や施設の連携協力活動               |

(実施条件等の決定)

第 3条  事 業の実施に関わる具体的な条件、方法等については、甲乙双方が必要に応 じて

個々に協議 し、決定す る。

(施設利用等の便宜供与)

第 4条  甲 と乙が連携協力するに当たっては、それぞれの職員、教員、学生の派遣及び受

入、並びに施設の利用等について、お互いに支障がない範囲において便宜を図るもの と

す る。

(経費の負担)

第 5条  甲 と乙が連携協力す る うえで必要な経費の負担については、甲乙双方が必要に応

じて協議 し、決定す る。

(協定の有効期間)

第 6条  こ の協定は、締結の 日か ら効力を生 じる。

2 こ の協定は、甲乙いずれか一方が相手方に通告 し、6ヶ月の予告期間を経た後に、終了

す ることができる。

(疑義の決定等)

第 7条  こ の協定に定めのない事項及び この協定の中で変更を必要 とす る事項については、

甲乙協議の上、その取扱いを決定す るもの とす る。

以上の内容で協定を締結 したことを証す るため、協定書を 2通 作成 し、署名押印の上、

甲乙各 1通 ずつ保有す るものとす る。
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